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試行の高津区区民会議の設置に関する要綱 
（設 置） 
 第１条 この要綱は、川崎市自治基本条例第２２条第１項に基づき、高津区において

試行のための区民会議を設置することにより、本実施に向けた区民会議の制度化及

び区における課題解決に資することを目的とする。 
（審議事項） 
 第２条 試行の区民会議において審議する事項は、次のとおりとする。 
 （１）区民会議の制度設計に関する事項 
 （２）区における課題の解決に関する事項 
 （委 員） 
 第３条 試行の区民会議委員は、次に掲げる者とする。 
 （１）高津区区政推進会議の委員（ただし、区長を除く｡） 
 （２）その他区民会議の趣旨を踏まえ、区長が必要と認める者。 
 ２ 試行の区民会議委員の定数は、２０人以内とする。 
 （委員の任期） 
 第４条 試行の区民会議委員の任期は、平成１８年３月３１日までとする。 
 （区民会議参与） 
 第５条 区民会議への助言と区における課題解決のため区民会議参与を置き、高津区

選出市議会議員及び県議会議員が、区民会議参与となる。 
 （議長及び副議長） 
 第６条 試行の区民会議に議長及び副議長を置くこととする。 
 ２ 議長及び副議長は、委員の互選により選出する。 
 ３ 議長は、試行の区民会議を代表し会務を総理する。 
 ４ 副議長は、議長を補佐する。 
 （関係者の出席） 
 第７条 議長は、第１条に定める目的を達するために必要と認めるときは、関係者に

出席を求めることができる。 
 （区長の役割） 
 第８条 区長は会議の自主性を尊重し、議事の円滑な進行、情報の提供及び課題解決

の調整など、区民会議の目的達成に向け事務局を代表し会議を支えていく役割を担

うものとする。 
 （庶 務） 
 第９条 試行の区民会議に関する庶務は、高津区役所総務企画課において処理する。 
 （その他必要な事項） 
第10条  この要綱に定めるもののほか､試行の区民会議について必要な事項は、区長

が定める。 
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附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成１７年７月２０日から施行する。 


